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第２６回町田市地域公共交通会議資料 

町田市交通事業推進課 

 

【承認案件】 

 

町田市地域コミュニティバス「かわせみ号」成瀬駅ルート及び 

「小山田桜台・多摩南部地域病院間小型バス」の 

小児ＩＣ運賃全日一律５０円化への変更について 

 

１．変更の目的 

金森地区コミュニティバス「かわせみ号」では、運行事業者である神奈川中

央交通の路線バスのサービスに準じて、土休日・祝日・夏休み等において小児

運賃を現金５０円とする「ちびっこキャンペーン」を実施しています。 

この度同社では、子育て世代応援の取り組みとして、新たに年間を通じて小

児ＩＣ運賃（現金は対象外）を全日一律５０円とするサービスを２０２３年４

月１日から開始することとなりました。 

この変更に合わせ、当市では、同社が運行しております「金森地域コミュニ

ティバス『かわせみ号』」についても、「ちびっこ現金５０円キャンペーン」を

廃止し、新たに「小児ＩＣ運賃全日一律５０円」を導入したいと考えておりま

す。また、併せて「小山田桜台・多摩南部地域病院間小型バス」についても新

たに「小児ＩＣ運賃全日一律５０円」を導入したいと考えております。 

ＩＣ利用時の小児運賃を一律５０円と分かりやすく、ご利用しやすい料金と

することで、子育て世代を支援し、市内のコミュニティバス等の利用促進を図

ります。 

 

２．変更点について 

年間を通じて小児のＩＣ運賃を全日一律５０円といたします（現金でお支

払いの場合は通常運賃）。これに伴い、「金森地域コミュニティバス『かわせ

み号』」では、既存のサービス「ちびっこ現金５０円キャンペーン」について

は制度を廃止します。 

 

３．変更予定日 

 ２０２３年４月１日 

 

４．今後のスケジュール 

２０２３年３月 小児ＩＣ運賃全日一律５０円化に向けた準備（届出、周知等） 

２０２３年４月１日 小児ＩＣ運賃全日一律５０円化の運用開始 
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道路運送法第９条第４項及び同法施行規則 

第９条第２項に掲げる協議が調っていることの証明書 

 

 

 令和５年３月１日付け町田市地域公共交通会議において、下記事項に関し、協議が

調ったことを証明する。 

 

記 

 

１．協議が調っている地域 

町田市金森、金森東及び成瀬が丘地内 

別紙運行経路図のとおり 

  

２．協議が調っている運行系統又は運送の区間 

かわせみ号成瀬駅ルート 

成瀬駅南口前～金森～わさび田公園前～成瀬駅南口前 

成瀬駅南口前～金森～南中学校東～成瀬駅南口前 

 

３．協議が調っている運賃（料金）の種類、額及び適用方法 

・特殊普通旅客運賃（小児ＩＣ５０円運賃） 

小学生以下の旅客（ただし、１歳以上６歳未満の幼児については、６歳以上の旅客 

  １人につき２人は無賃。３人目より運賃を収受する）は、１乗車ＩＣ運賃５０円とす

る。深夜バスには適用しない。 

なお、この実施に合わせ、ちびっこ５０円キャンペーン（特殊普通旅客運賃（小児 

運賃５０円運賃））を廃止する。 

その他、運賃（料金）の種類、額及び適用方法に変更なし。 

 

４．適用する期間又は区間その他条件を付す場合にはその条件 

２０２３年４月１日から適用する。 

 

 

 

令 和 ５ 年 ３ 月 １ 日 

町田市地域公共交通会議 

会 長 岡 村 敏 之 
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別紙 

運行経路図 

「かわせみ号」成瀬駅ルート 運行経路図 
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道路運送法第９条第４項及び同法施行規則 

第９条第２項に掲げる協議が調っていることの証明書 

 

 

 令和５年３月１日付け町田市地域公共交通会議において、下記事項に関し、協議が

調ったことを証明する。 

 

記 

 

１．協議が調っている地域 

町田市及び多摩市の一部 

別紙運行経路図のとおり 

  

２．協議が調っている運行系統又は運送の区間 

（１）往路 

小山田桜台～桜台入口～清住平～大泉寺～山の端～大善倶楽部～ 

山中集会所～唐木田駅東～多摩南部地域病院（唐木田駅東は降車のみ） 

（２）復路 

多摩南部地域病院～唐木田駅東～山中集会所～大善倶楽部～山の端～ 

大泉寺～清住平～小山田桜台（唐木田駅東は乗車のみ） 

 

３．協議が調っている運賃（料金）の種類、額及び適用方法 

・特殊普通旅客運賃（小児ＩＣ５０円運賃） 

小学生以下の旅客（ただし、１歳以上６歳未満の幼児については、６歳以上の旅客

１人につき２人は無賃。３人目より運賃を収受する）は、１乗車ＩＣ運賃５０円とす

る。深夜バスには適用しない。 

その他、運賃（料金）の種類、額及び適用方法に変更なし。 

 

４．適用する期間又は区間その他条件を付す場合にはその条件 

２０２３年４月１日から適用する。 

 

 

 

令 和 ５ 年 ３ 月 １ 日 

町田市地域公共交通会議 

会 長 岡 村 敏 之 
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別紙 

運行経路図 

小山田桜台・多摩南部地域病院間小型バス 運行経路図 

 
※1多摩南部地域病院発は停車しません。 

※2小山田桜台発は乗車できません。また、多摩南部地域病院発は降車できません。 
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